
別記様式第２号 別添 

浜の活力再生プラン 
（第２期） 

 
１ 地域水産業再生委員会 

 

 
再生委員会の構成員 

脇野沢村漁業協同組合 

むつ市 脇野沢庁舎 

青森県（下北地域県民局 地域農林水産部 むつ水産事務所） 

オブザーバー ― 

 

 
対象となる地域の範囲及び

漁業の種類 

地域の範囲 青森県むつ市脇野沢地区 

 
漁業の種類 ホタテガイ養殖漁業 ・ ナマコ桁網漁業 

      底建網漁業     ・ 小型定置網漁業 

      （３８経営体が、上記漁業に従事） 

 
２ 地域の現状 

（１）関連する水産業を取り巻く現状等 

 むつ市脇野沢地区は、下北半島の南西端に位置する総面積５８．５０㎢で漁業を基幹産業とし

た地域である。地区内の漁業はホタテガイ養殖業、底建網漁業、定置網漁業及びナマコ桁網漁業

等が行われ、令和元年度の水揚金額は５３９百万円となっている。 

当漁協は、古くから鱈漁で知られ平成初期にはマダラのみで水揚量約１，３００ｔ・水揚金額

４億円余りを記録したが、令和元年度は水揚量が１，０５４ｔと減少している状況が続いている。 

 こうした中で、ナマコ桁網漁業は組合運営の柱となっており、漁協経営の健全化が図られつつ

あるものの、価格低迷や後継者不足による漁業従事者の高齢化が進み、漁家経営は厳しい状況が

続いている。 

 
（２）その他の関連する現状等 

 脇野沢村漁協では、水産資源の維持増大を図るため、マダラの資源管理型漁業に取り組むとと

もに、漁礁の設置やナマコ等の放流事業を実施している。 

 また、「むつ市・川内町・脇野沢村３漁協協議会」を組織し、販売及び購買事業の共同化に取

り組み、水産物の安定供給による魚価の向上とコスト削減に努めている。 

組織名 脇野沢地域水産業再生委員会 

代表者名 委員長 立石 政男 （脇野沢村漁業協同組合 代表理事組合長） 



３ 活性化の取組方針 

（１）前期の浜の活力再生プランにかかる成果及び課題等 

  

 
（２）今期の浜の活力再生プランの基本方針 

 地域の基幹産業である漁業を維持していくため、次の内容に取り組む。 

１）ホタテガイの安定生産と生産性の向上 

２）ナマコ資源の増大 

３）マダラの資源管理の実施による資源の維持・増大 

４）減速航行の実施によるコスト削減等 

 
（３）漁獲努力量の削減・維持及びその効果に関する担保措置 

組合の区画漁業権行使規則及びホタテガイ適正養殖可能数量制度（ＴＡＳＣ※）によるホタテ

ガイ生産量の総量規制の遵守、マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画に基づく放卵放精後の親魚及び

小型魚の再放流等の資源管理を継続するほか、組合内規によるナマコ小型個体の再放流や輪採方

式の継続によるナマコ資源管理の強化を図る。 

※ホタテガイ適正養殖可能数量制度（ＴＡＳＣ）：平成２１年度に、陸奥湾のホタテガイの安定

的かつ恒久的な生産を図るため、半成貝、新貝、成貝別の養殖可能数量を、外ヶ浜漁協、蓬田

村漁協、後潟漁協、青森市漁協、平内町漁協、野辺地町漁協、横浜町漁協、むつ市漁協、川内

町漁協、脇野沢村漁協、むつ湾漁業振興会及び青森県漁業協同組合連合会間の協定により設定

し、取り組んできている制度。 

 
（４）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載） 

 １年目（令和３年度）「所得０．５％向上」 

漁業収入向上の

ための取組 

１）ホタテガイの安定生産と生産性の向上 

ホタテガイ養殖漁業者は、ホタテガイ安定生産のため、未成熟である１年

貝（半成貝）や１．５年貝（新貝）から、産卵できる成熟個体まで成長させ

た成貝の出荷割合を増やす生産出荷体制（以下「成貝出荷体制」）へ移行を開

始する。また、（地独）青森県産業技術センター水産総合研究所（以下「県水

産総合研究所」）の指導の下、①春先の低水温や夏場の高水温による斃死被害

及び成長不良を抑制するため、同研究所が運用する青森県海況気象情報総合

提供システム「海ナビ＠あおもり」等を活用した定期的な水温把握による養



殖施設の設置水深の調整、②ホタテガイ稚貝の健苗化を図るための、分散時

の養殖密度を１段当り１５枚以下の収容枚数とし、連間隔５０ｃｍ以上等と

する統一ルールの順守、③ホタテガイの成長促進を図るため、成長状況をモ

ニタリングしつつ、必要に応じて稚貝の間引きや袋替え作業を実施、などの

対策を進める。 

２）ナマコ資源の増大 

ナマコ桁網漁業者は、ナマコ資源の増大を図るため、漁協等の指導の下、

１００ｇ以下の小型個体の再放流、操業区域及び漁獲量等の制限を遵守する

ことによる資源管理を継続し、種苗生産された稚ナマコの放流及び藻場造成

によるナマコ漁場造成で、水揚量の増大を図る。 

３）マダラの資源管理の実施による資源の維持・増大 

漁協及び底建網・定置網漁業者は、マダラの資源維持を図るため、商品価

値の低い放卵及び放精後の親魚と２㎏以下の小型魚については、漁場への再

放流を行う。 

漁業コスト削減

のための取組 

４）減速航行の実施によるコスト削減等 

 漁業者は、船底、舵及びプロペラ等を洗浄、研磨、塗装するとともに、前

期からさらに１ノットの減速航行を行い燃料費の削減に取り組む。 

活用する支援措

置等 

水産業強化支援事業（国）、水産環境整備事業（県）、 

ナマコ資源増殖推進事業（むつ市） 

 
 ２年目（令和４年度）「所得２．３％向上」 

漁業収入向上の

ための取組 

１）ホタテガイの安定生産と生産性の向上 

ホタテガイ養殖漁業者は、ホタテガイ安定生産のため、成貝出荷体制へ移

行を進める。また、県水産総合研究所の指導の下、①養殖施設の設置水深の

調整、②養殖密度について、１段当りの収容枚数、連間隔等の統一ルール順

守、③必要に応じた稚貝の間引きや袋替え作業の実施、などの対策を進める。 

２）ナマコ資源の増大 

ナマコ桁網漁業者は、小型個体の再放流や、操業区域及び漁獲量等の制限

を継続し、稚ナマコ放流及び藻場造成によるナマコ漁場造成で、水揚量の増

大を図る。 

３）マダラの資源管理の実施による資源の維持・増大 

漁協及び底建網・定置網漁業者は、マダラの資源維持を図るため、商品価値

の低い放卵及び放精後の親魚と小型魚については、漁場への再放流を行う。 

漁業コスト削減

のための取組 

４）減速航行の実施によるコスト削減等 

 漁業者は、船底等を洗浄、研磨、塗装するとともに、前期からさらに１ノ



ットの減速航行を行い燃料費の削減に取り組む。 

活用する支援措

置等 

水産業強化支援事業（国）、水産環境整備事業（県）、 

ナマコ資源増殖推進事業（むつ市） 

 
 ３年目（令和５年度）「所得６．３％向上」 

漁業収入向上の

ための取組 

１）ホタテガイの安定生産と生産性の向上 

ホタテガイ養殖漁業者は、ホタテガイ安定生産のため、成貝出荷体制へ移

行を進める。また、県水産総合研究所の指導の下、①養殖施設の設置水深の

調整、②養殖密度について、１段当りの収容枚数、連間隔等の統一ルール順

守、③必要に応じて稚貝の間引きや袋替え作業の実施、などの対策を進める。 

２）ナマコ資源の増大 

ナマコ桁網漁業者は、小型個体の再放流や、操業区域及び漁獲量等の制限

を継続し、稚ナマコ放流及び藻場造成によるナマコ漁場造成で、水揚量の増

大を図る。 

３）マダラの資源管理の実施による資源の維持・増大 

漁協及び底建網・定置網漁業者は、マダラの資源維持を図るため、商品価

値の低い放卵及び放精後の親魚と小型魚については、漁場への再放流を行う。 

漁業コスト削減

のための取組 

４）減速航行の実施によるコスト削減等 

 漁業者は、船底等を洗浄、研磨、塗装するとともに、前期からさらに１ノ

ットの減速航行を行い燃料費の削減に取り組む。 

活用する支援措

置等 

水産業強化支援事業（国）、水産環境整備事業（県）、 

ナマコ資源増殖推進事業（むつ市） 

 
 ４年目（令和６年度）「所得８．２％向上」 

漁業収入向上の

ための取組 

１）ホタテガイの安定生産と生産性の向上 

ホタテガイ養殖漁業者は、ホタテガイ安定生産のため、成貝出荷体制へ移

行を進める。また、県水産総合研究所の指導の下、①養殖施設の設置水深の

調整、②養殖密度について、１段当りの収容枚数、連間隔等の統一ルール順

守、③必要に応じて稚貝の間引きや袋替え作業の実施、などの対策を進める。 

２）ナマコ資源の増大 

ナマコ桁網漁業者は、小型個体の再放流や、操業区域及び漁獲量等の制限

を継続し、稚ナマコ放流及び藻場造成によるナマコ漁場造成で、水揚量の増

大を図る。 

３）マダラの資源管理の実施による資源の維持・増大 



漁協及び底建網・定置網漁業者は、放卵及び放精後の親魚と小型魚につい

ては、漁場への再放流を行う。 

漁業コスト削減

のための取組 

４）減速航行の実施によるコスト削減等 

 漁業者は、船底等を洗浄、研磨、塗装するとともに、前期からさらに１ノ

ットの減速航行を行い燃料費の削減に取り組む。 

活用する支援措

置等 

水産業強化支援事業（国）、水産環境整備事業（県）、 

ナマコ資源増殖推進事業（むつ市） 

 
 ５年目（令和７年度）「所得１０．０％向上」 

漁業収入向上の

ための取組 

１）ホタテガイの安定生産と生産性の向上 

ホタテガイ養殖漁業者は、ホタテガイ安定生産のため、成貝出荷体制へ移

行する。また、県水産総合研究所の指導の下、①養殖施設の設置水深の調整、

②養殖密度について、１段当りの収容枚数、連間隔等の統一ルールを順守、

③必要に応じて稚貝の間引きや袋替え作業の実施、などの対策をする。 

２）ナマコ資源の増大 

ナマコ桁網漁業者は、小型個体の再放流、操業区域及び漁獲量等の制限を

継続し、稚ナマコ放流及び藻場造成によるナマコ漁場造成を着実に実施し、

水揚量の増大を図る。 

３）マダラの資源管理の実施による資源の維持・増大 

漁協及び底建網・定置網漁業者は、放卵及び放精後の親魚と小型魚につい

ては、漁場への再放流を行う。 

漁業コスト削減

のための取組 

４）減速航行の実施によるコスト削減等 

 漁業者は、船底、舵及びプロペラ等を洗浄、研磨、塗装するとともに、前

期からさらに１ノットの減速航行を行い燃料費を削減する。 

活用する支援措

置等 

水産業強化支援事業（国）、水産環境整備事業（県）、 

ナマコ資源増殖推進事業（むつ市） 

 
（５）関係機関との連携 

 青森県（農林水産部水産局水産振興課・漁港漁場整備課、下北地域県民局地域農林水産部むつ

水産事務所）、（地独）青森県産業技術センター水産総合研究所、むつ市（経済部 生産者支援課、

脇野沢庁舎）の指導を受け、漁業収入向上を図るために必要な対策等についての検討会議を開催

する。 

 



４ 目標 

（１）所得目標 

漁業所得の向上１０％以上 

基準年 平成２７年度から令和元年度の５中３平均： 

 漁業所得（１経営体当たり）     千円 

目標年 令和 ７年度： 

 漁業所得（１経営体当たり）     千円 

 
（２）上記の算出方法及びその妥当性 

 

 

（３）所得目標以外の成果目標 

 

 基準年（令和元年度） 目標年（令和７年度） 

①半成貝から成貝への移行割合 ０％ ２０％ 

②新貝から成貝への移行割合 ０％ １５％ 

 

（４）上記の算出方法及びその妥当性 

ホタテガイの成貝出荷体制への移行については、①半成貝から成貝への移行割合、②新貝から

成貝への移行割合が、移行後の水揚額を決定づける要素であることから、これらをサブ指標と

した。 

詳細は別添資料参照 

 
５ 関連施策 

  活用を予定している関連施策名とその内容及びプランとの関係性 

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性 

水産業強化支援事業

（国） 

共同利用施設等の整備、密漁防止対策、コスト削減、作業の軽労化など

水産業のスマート化を推進する取組により漁業所得の向上を図る。 

水産環境整備事業

（県） 

水産環境整備事業によって、増殖場や漁礁漁場を整備し、ナマコ等の増

殖、漁獲増加に努め漁業収入の向上を図る。 

ナマコ資源増殖推進

事業（むつ市） 

ナマコ増殖事業により、稚ナマコの生育環境を整備するなど、ナマコの

増殖に努め漁業収入の向上を図る。 

 


